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Ⅳ その他大深度地下の公共的使用に関する重要事項

１ 技術開発の推進

国は、大深度地下を利用する各事業が横断的に必要とする汎用性の高い技

術開発を推進するため、大深度地下利用に関する技術開発のビジョンをとり

まとめ、公表すること等により、民間の技術開発の促進を図ることとする。

２ 大深度地下利用に関する情報収集・公表

国は 大深度地下を適正かつ計画的に利用するため、大深度地下利用に関

する情報の収集・公表を推進することとし、地盤情報、地下に設置された施

設の情報等に関する情報システムの整備を推進することとする。

また、国及び地方公共団体は、大深度地下の公共的使用が土地の所有権と

密接な関係を持つことに鑑み、本制度が円滑に運用されるよう、その趣旨の

周知徹底を図るとともに、大深度地下の使用の状況等本制度に関する情報の

提供及び公開を積極的に行うこととする。


